
県内市町村の給与水準（ラスパイレス指数）について

１．団体区分別ラスパイレス指数

第１表　県内市町村の団体区分別ラスパイレス指数（一般行政職）

２．ラスパイレス指数の分布状況

第２表　県内市町村のラスパイレス指数の分布状況（一般行政職）
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※　平均値は、団体区分毎の単純平均ではなく、団体区分毎に改めて学歴別・経験年数別
　　の平均給料月額を算出した上で指数化したものです。
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　平成２５年４月１日現在及び７月１日現在の県内市町村のラスパイレス指数の概要は、次のとおりです。ま
た、個別市町村のラスパイレス指数については、総務省から別紙のとおり公表されています。

区　分

県

内

市平均

町村平均 99.4 99.0

103.7

99.5

103.2

106.6

103.2

（本県では、平成２５年７月１日付けで１１団体が、１０月１日付けで１団体が給与を減額しています。）

　ラスパイレス指数は、国家公務員の給料月額を１００とした場合の、地方公務員の給料水準を示したものであ
り、職員構成を学歴別、経験年数別に区分し、地方公共団体の職員構成が国の職員構成と同一であると仮定して
算出します。地方公共団体の学歴別・経験年数別の平均給料月額に国の職員数を乗じて得た額の総和を、国の給
料月額の総額で除して得られる加重平均の指数です。
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（単位：歳、円）

秋 田 市 108.1 107.9 44.6 344,766 59,808 404,574 381,604

能 代 市 103.5 99.7 ○ 43.8 324,819 53,713 378,532 353,922

横 手 市 103.6 99.9 ○ 43.8 327,522 50,449 377,971 354,142

大 館 市 105.9 99.6 ○ 44.2 334,686 64,662 399,348 362,486

男 鹿 市 101.6 99.9 ○ 42.8 305,805 59,984 365,789 328,214

湯 沢 市 101.0 100.6 ○ 43.8 317,693 32,203 349,896 339,442

鹿 角 市 104.7 104.5 37.8 284,414 43,564 327,978 310,192

由利本荘市 103.1 99.8 ○ 43.1 316,305 51,299 367,604 342,689

潟 上 市 99.1 99.5 42.8 304,426 48,499 352,925 328,585

大 仙 市 101.4 99.6 ○ 43.8 316,064 39,265 355,329 341,394

北 秋 田 市 102.6 99.4 ○ 44.3 325,288 44,486 369,774 351,974

に か ほ 市 99.7 99.6 42.3 306,408 32,059 338,467 330,516

仙 北 市 100.0 99.6 46.8 325,269 40,149 365,418 349,301

小 坂 町 101.8 102.0 44.2 320,427 25,572 345,999 344,261

上小阿仁村 100.5 100.4 41.9 293,968 30,036 324,004 317,557

藤 里 町 102.9 102.9 40.0 292,521 36,930 329,451 318,817

三 種 町 98.7 98.8 44.4 314,048 32,624 346,672 344,644

八 峰 町 100.3 98.6 ○ 43.6 313,141 39,985 353,126 342,913

五 城 目 町 97.0 96.8 47.3 322,596 32,170 354,766 348,598

八 郎 潟 町 95.5 93.4 42.4 293,294 22,287 315,581 314,201

井 川 町 95.0 95.0 45.8 309,450 25,151 334,601 331,121

大 潟 村 101.0 100.9 ○ 40.1 283,246 43,182 326,428 307,710

美 郷 町 100.0 99.3 43.1 311,898 37,488 349,386 333,081

羽 後 町 100.9 100.6 ○ 46.4 333,500 44,330 377,830 361,359

東 成 瀬 村 102.4 98.7 ○ 44.9 327,977 38,890 366,867 361,145

※　公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務
員と同じベースで算出したものです。

平成２５年４月現在の平均給与等

市町村別ラスパイレス指数等の状況
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「平成25年地方公務員給与実態調査」より（報告数値の関係で団体が公表する数値と異なる場合がある。）
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